
（様式１） 

市民意見聴取に係る施策の概要 

案件名： 協働ガイドブック（現「協働のまちづくりの基本方向～きょう DO ガイドライン～」）の改訂について 

局課名： 総合政策局協働推進課 

施策の目的 協働の取組を一層推進するため、きょう DOガイドラインの改訂を行うもの。 

現状・背景 ・「きょう DO ガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）は、平成 19年 7月に、

市民・行政が一緒になって取り組む指針として、市民との協働の下、策定されました。 

・その後、平成 26年 3月に、「尼崎市総合計画」(H25)を踏まえて第二版を策定しました。 

・第二版策定後、「尼崎市自治のまちづくり条例」(H28)や、次期総合計画においても協働の

まちづくりを位置づけようとしており、こうした動きも踏まえて、改訂を行うものです。 

課題 ・これまで、第二版において示した「協働のまちづくりを進めるための施策の展開方向」の

下、協働の取組を推進する仕組みづくりなど、基盤を固めてきたところです。 

・そうした仕組みに基づいて、新たな協働の取組事例が生まれた一方、それを周知できてい

ない実態があり、これら事例や事例から得られた学びを、市職員や市民の皆さまが共有す

ることが必要であると考えています。 

・特に行政においては、こうした共有や協議が全庁横断的に活発に行われることも必要であ

ると考えています。 
施策の策定にあ 

たっての考え方 

１ 改訂のコンセプト 

  協働の考え方や魅力などがわかりやすく伝わり、また、協働の取組を行いたいと考える

方にとってアイデアが具体的なカタチにつながるような「使えるガイドライン」とするこ

とを今回の改訂のコンセプトとします。 

２ 改訂後のガイドラインに期待すること（ガイドラインの役割） 

  市民の皆さまにおいては、事業の効果的・継続的な展開を図る上で、行政と協働するこ

との効果や、行政と協働する上でのアプローチ方法、行政の考え方を知る手段といった活

用がされることを期待しています。 

行政職員にとっては、協働の手法によって効果的な事業展開を図るに当たり、事務的課

題の解決方法や民間資源の情報、市民参画を意識した政策形成を行う上でのヒントとして

ガイドラインが活用されることを期待しています。 

３ 改訂の概要 

⑴  協働のまちづくりの基本的な考え方（第 1章） 

   ガイドラインの根幹となる「協働のまちづくりの基本的な考え方」については、市民

との協働の下で初版を策定した経緯も踏まえて、概ね踏襲しますが、「協働の領域」や

「協働のパターン」等の記載は、本市の現状と整合を図るとともに、協働をわかりやす

く伝えるため、削除します。 

なお、市としては全庁横断的な会議体（協働推進会議）を設置し、協働事例や学びを

共有することで、協働の取組の推進体制を強化していきます。 

⑵  協働のツールと具体事例の追加（第 2章） 

   「協働の手法」として委託や共催等の手法を掲載していますが、これまで様々な「協

働のツール」を整備・運用する中、本市には多くの象徴的な事例が蓄積されており、ツ

ールごとに具体的な事例を示すことで、市職員・市民の皆さまともに「使えるガイドブ

ック」を具現化しようと考えています。 

意見を聴取する 

ポイント 

上記の「課題」や「考え方」はあくまで市としてのものです。協働の取組を一層進めていく

に当たって、市の考えに対して次のポイントでご意見をいただきたいと考えています。 

ポイント１ 市の考える課題認識について 

ポイント２ 改訂のコンセプトについて 

ポイント３ 改訂後のガイドラインに期待すること（ガイドラインの役割）について 

ポイント４ 改訂の概要について 

また、この度の改訂では、その内容から、協働ガイドブックと名称変更を行うこととしてお

り、表題についても、ご意見をいただきたいと考えます。 

市民意向調査

（ステップ 2） 

の実施手法 

次の手法によって、意見聴取を行います。 

・市ホームページへの「たたき台」の掲載により、広く市民の皆さまの意見を聴く 

・各事例における協働の相手方など制度（＝協働のツール）の利用者の方や、審査会委員な

ど、制度の関係者の皆様から意見を聴く 
お問い合わせ先 総合政策局協働推進課 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町 1丁目 23番 1号 本庁北館 4Ｆ 

電話番号（TEL） 06-6489-6153   ファクス（FAX） 06-6489-6173 

メールアドレス（Eメール） ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp 


